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１１月に皆様の真心のご支援により、市政へと送りだしていただき、
心より御礼申し上げます。
皆様のご期待にお応えできます様、一生懸命努力してまいります。
誠実をモットーに一人の人を大切にし、笑顔あふれる街・鳥栖をめざしてがん
ばってまいります。鳥栖市で暮らす すべての人が幸せに、中でも女性が輝く社
会のために、女性の視点で全力で取り組んでまいります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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★特別支援教育の鳥栖市教育委員会における理念と年次教育目標について

■とびまつ：特別支援学級の授業には、教科によって普通学級で授業を受けます。児童の状況により普通
学級で勉強する児童と、そうでない児童がいます。先生方は、支援学級と普通学級に分かれることで、同
時に児童を支援できないため、子どもたちの様子を大変気にされていることを知りました。こうあるべき
だとの理念と、年次教育目標についてご所見を賜りたいと思います。

●教育長：本市の理念は、平成１９年１０月に出された『佐賀県における特別支援教育の在り方』の、
「障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加の促進をめざし、共に学び、一人一人のニーズに応じ
た適切な指導及び、障がいのある幼児・児童・生徒の発達段階に応じたきめ細やかな支援とともに、総合
的な支援体制を構築していく。」を基にしている。
今年度の教育目標は、『配慮を要する児童・生徒に関する共通理解を図る』『個別の教育支援計画を作成
する』など。

■とびまつ：人間として、子どもを自立させていく事にこそ、教育の眼目があると思います。教育目標に
ついては、鳥栖市教育プランが本年４月に始まったばかりで、年次計画はこれからだと承りました。

★特別支援教育に対する市民の声について４点

① 補助員の必要性について

■とびまつ：特別支援学級の児童数と先生の人数は、児童が８名に対し先生は1名。補助員の先生は８時３
０分～１５時３０分、１時間休憩の６時間雇用契約ですが、休憩の１時間は児童も休み時間で、支援が必
要な児童たちから目を離すことが出来ないそうです。普通学級で授業を受ける児童がいた場合、先生方に
更なる負担をかけているのではないでしょうか。児童が学校に登校してから下校するまで、気を休めるこ
となく緊張の連続で、精神的にも負担がかかっているようです。各学校の実態はどうなっているのか？補
助員の必要性について教育委員会としてのご所見を賜りたいと思います。

●教育長：各学校の補助員数について、特別支援学級は、小学校８校のうち６校に１５名、中学校４校の
うち３校に３名を配置。普通学級は、小学校２校に２名の合計２０名が学校生活の補助を行っているが、
各学校の実態については、補助員で十分に対応できていない場合がある。今後の方向性として、配慮が必
要な児童が増加していることを鑑み、子どもや学校の実態に応じて、配置基準にもとづいた適正な配置に
向けて、努力していきたい。

（裏面へ続く）
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② 先生方へのカウンセリングについて

■とびまつ：特別支援学級の先生方は気を休めることなく、児童の指導及び必要な支援を行っておられます。
また、安全にも配慮が必要です。そういう状況の中で、先生たちに精神的負担がかかっている、とのお話を
伺いました。その精神的負担を少しでも緩和する為、先生たちへのカウンセリングが必要だとのお声でした。
現在、学校ではスクールカウンセラーを設けてあります。スクールカウンセラーの役割と、先生へのカウン
セリングの必要性について、また、各学校の実態と教育委員会としてのご所見を賜りたいと思います。

●教育長：鳥栖市内の小中学校１２校にカウンセラーを５名配置している。その職務は、児童生徒の他、保
護者の相談に応じることと教職員への指導・助言にあたることであります。先生の中には、カウンセラーか
ら指導・助言を受けた報告があり、精神的な負担軽減のために、学校全体で組織的に対応するように指導し
ている。また、協力しながら児童生徒の指導・支援に当たっていくことが、担任の負担を軽くすることにつ
ながる。

③ 特別支援学級の教室の確保について

■とびまつ：各学校の特別支援学級の教室で、私が訪問した鳥栖北小学校では、教室不足により、３階にあ
る部屋を、特別支援学級の教室として２クラスに仕切って使用してありました。３階に教室があるというこ
とは危険性が高く、ベランダでの事故が起きないよう、学校側はその対策を図っておられていました。特に、
休み時間は児童たちが安全に過ごせるよう、児童たちの行動に常に注意を払わなければいけない状態だそう
です。また、来年は児童数が増えるため、更なる教室の確保が必要となり、現在１階にある図工室を、支援
学級に充てることを検討されておりました。各学校の実態と、教室が確保されていない学校に対して、教育
委員会の今後の対応をお示しください。

●教育長：鳥栖北小学校は、ランチルームを改造して特別支援学級にしている。学級増になった場合は、教
室の配置換えや、図工室や多目的ホール等の活用を視野に入れながら対応していく。法令により１学級の児
童又は生徒の数は８名までと規定されている。鳥栖市内には１学級に１教室が確保されている学校とそうで
ない学校がある。教室をパーテーションで仕切って使用しているのが現状。ただし、１学級１～２名の学級
が８学級ある。現状維持を基本としつつ、学校と教育委員会が協議しながら、各学校の児童生徒の状況に合
わせた運用を行っていきたい。

■とびまつ：鳥栖市の人口は年々増加しており、今後、特別支援学級も増加していくと思われます。市とし
て、今後の対応をお示し下さいます様、何卒よろしくお願いいたします。

④ エアコン設置の必要性について

■とびまつ：特別支援学級へのエアコン設置について、鳥栖北小学校では、本来の教室としての確保がされ
ていないこともあり、エアコンは設置されておりませんでした。特別支援学級には、エアコン設置がなされ
ているはずですが、この実態をご存知でしょうか？また、各学校の実態とともに、今後の対応について伺い
たいと思います。

●教育長：鳥栖北小学校については、エアコンは設置されていない。特別支援学級のエアコン設置について
は、体温調整が困難な児童に対応するため、弥生が丘小学校は２教室に設置し、５学級とも整備されている。
鳥栖小学校は１教室１学級、麓小学校は１教室２学級、旭小学校は１教室２学級が整備されているが、その
他の小中学校は整備されていない。特別支援学級のエアコン等の空調設備は必要性が高いと認識しており、
今後、計画的な設置に努める。

（トビトビなるままに）
特別支援学級の現場を実際に訪ねてみて、諸先生方の教育に取り組む姿勢に大変、感動致しまし

た。学校では、児童たちを思い、一生懸命考え、実践されておりました。この経験を踏まえ、議会

質問において、特別支援教育の更なる充実のために、市教育委員会として、春休み・夏休みといっ

た、授業が行われない期間中に、補助員の先生達の意見を聞く研修会を実施してはどうかと、提案

しました。現場の方々の声を聴くことは、必ず子ども達の笑顔につながると思います。

鳥栖市の健康保険計画の「うららトス２１プラン」には、「わたしたちは、笑顔と元気あふれる、

明るいまちづくりを進めていきます。」とあります。「笑顔と元気あふれる、明るいまちづくり」

は、鳥栖市で暮らす人々の、笑顔と元気こそが、明るいまちづくりになることと思います。

ボリビアの詩人フランツ・タマーヨの言葉に、『楽しい人生にも 不幸な人生にも 最高の支え

がある、それは微笑みである』とあります。

私は、『未来を生きる子どもたち』のために、そして『未来を担う子どもたち』のために、特別

支援学級に微力ながら尽力してまいりたいと思いました。『学校教育の目的は何か。』を改めて考

える機会となり、『子ども自身の幸福のための教育』を目指し、これからも尽力して参ります。

この度、特別支援教育について、皆様と一緒に考える機会を頂きまして、感謝申し上げます。

（表から続く）


